
評価結果詳細（上尾市かわらぶき保育所）

第三者評価結果 コメント

Ⅰ－１－（１）－①　理念、基本方針が明文化され
周知が図られている。

ａ

保育所は、上尾市立保育所の保育理念、保育方
針、保育目標を策定しています。保育理念、保
育方針に基づいた「全体的な計画」を作成し、
保育所を運営しています。職員に対しては保育
目標、クラス目標の作成を通じて理解を促して
います。
保護者に対しては、入所説明会で配布している
「保育所のしおり（重要事項説明書）」に明記
し、周知しています。さらに、懇談会において
説明を通して周知し、廊下や各クラスへの掲示
にも掲載しています。

第三者評価結果 コメント

Ⅰ－２－（１）－①　事業経営をとりまく環境と経
営状況が的確に把握・分析されている。

ａ

所長は、上尾市立保育園１３園の所長が参加す
る所長連絡会及び保育課職員も参加する所長会
において、日ごろの保育方法や、各行事の運営
方法などを確認しています。特に、新型コロナ
ウイルス対策をした中での遠足、運動会等行事
の運営方法、３～５歳児は室内ではマスクをす
るなど、市としての統一の対応を、連携して検
討しています。加えて、上尾市の公立保育所と
しての方針を決めたり、他市の現状などを調査
して情報交換するなど、保育事業を取り巻く環
境の分析や経営課題の抽出に取り組んでいま
す。

Ⅰ－２－（１）－②　経営課題を明確にし、具体的
な取り組みを進めている。

ａ

保育所は、経営課題を明確にし、具体的な取り
組みを進めています。具体的には、上尾市子ど
も・子育て会議を開催しています。会議では、
関係機関、関係団体、学識経験者が上尾市の子
育て環境と保育所の経営の課題について審議し
ています。さらに、第2期上尾市子ども・子育て
支援事業計画で、審議会で挙げた課題を明確化
しています。また、課題は保育所の全体的な計
画に反映し、各職位における役割を確認し取り
組んでいます。

第三者評価結果 コメント

Ⅰ－３－（１）－①　中・長期的なビジョンを明確
にした計画が策定されている。

ａ

上尾市は、令和3年度から10年間にわたって総合
的かつ計画的な市政運営の指針となる「第6次上
尾市総合計画」を定めています。この計画に基
づき、作成された「上尾市子ども・子育て支援
事業計画」を踏まえた保育所運営を行っていま
す。

Ⅰ－３－（１）－②　中・長期計画を踏まえた単年
度の計画が策定されている。

ａ

保育所は、「上尾市子ども・子育て支援事業計
画」を基に各種計画（全体的な計画、保健計
画、防災計画、食育計画、研修計画）を作成し
ています。クラス担任は、この各種計画に基づ
いて年間計画、月間計画、週案を作成していま
す。
年間計画、月間計画、週案を作成するにあた
り、現在の子どもの様子や前年度の計画を振り
返り、課題なども活かすようにしています。

Ⅰ－２　経営状況の把握

Ⅰ－２－（１）　経営環境の変化等に適切に対応している。

Ⅰ－３　事業計画の策定

Ⅰ－３－（１）　中・長期的なビジョンと計画が明確にされている。

Ⅰ－１－（１）　理念、基本方針が確立・周知されている。

評　価　細　目　の　第　三　者　評　価　結　果
（保育所、地域型保育事業）

Ⅰ　福祉サービスの基本方針と組織
Ⅰ－１　理念・基本方針
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評価結果詳細（上尾市かわらぶき保育所）

Ⅰ－３－（２）－①　事業計画の策定と実施状況の
把握や評価・見直しが組織的に行われ、職員が理解
している。

ａ

保育所は、事業計画の策定と実施状況の把握や
評価・見直しを組織的に行っています。具体的
には、「上尾市子ども・子育て支援事業計画」
を基に事業計画の評価を行っています。また、
計画の策定と実施状況の把握や評価・見直し
は、職員に周知が図られています。具体的に
は、職員から挙がった前年度の反省や保護者の
ニーズを把握します。把握したニーズを職員会
議で共有し、振り返り及び評価を行っていま
す。

Ⅰ－３－（２）－②　事業計画は、利用者等に周知
され、理解を促している。

ａ

入所時及び毎年4月に事業計画を配布していま
す。掲示や園だより等でも、行事の予定を伝え
ています。入所時の説明会については、説明会
開催時に実施するアンケート結果を把握して、
毎年度、説明資料や説明の方法を改善していま
す。なお、今回の調査時に行った保護者アン
ケートにおいて、多くの保護者から保育活動に
対する肯定的な意見があり、保育内容が保護者
から理解を得られていることが確認できまし
た。

Ⅰ-４　福祉サービスの質の向上への組織的・計画的な取り組み
第三者評価結果 コメント

Ⅰ－４－（１）－①　福祉サービスの質の向上に向
けた取り組みが組織的に行われ、機能している。

ａ

「上尾市立保育所保育実施要領」に基づき、
「埼玉県第三者評価基準」「保育内容等の自己
評価のための“チェックリスト”保育士篇（日
本保育協会）」等を参考に、各保育士個人及び
園全体で年１回の自己評価を実施しています。
また、市全体の取り組みとして、定期的な第三
者評価を実施し、保育サービスの質の向上に組
織的に取り組んでいます。加えて、行事ごとに
アンケートを実施し、保護者意見を次回の行事
に反映するなど、改善に取り組んでいます。

Ⅰ－４－（１）－②　評価結果に基づき組織として
取り組むべき課題を明確にし、計画的な改善策を実
施している。

ａ

保育所は、評価結果に基づき組織として取り組
むべき課題を明確にし、計画的に改善策を実施
しています。具体的には、自己評価の結果をも
とに、保育実践・保育内容の課題を明確化して
います。加えて、上尾市保育課と連携し改善策
を検討し、保育サービスの質の向上を図ってい
ます。さらに、評価結果は職員会議において共
有し、職員の周知を図っています。また、上尾
市保育審議会及び上尾市次世代育成支援対策地
域協議会と連携しています。審議会及び協議会
からの課題解決に向けた意見・提言を受けてい
ます。意見・提言の内容は次年度以降の事業計
画等に反映させています。

第三者評価結果 コメント

Ⅱ－１－（１）－①　管理者は、自らの役割と責任
を職員に対して表明し理解を図っている。

ａ

「上尾市立保育所保育実施要領」及び職務分担
表に、保育所長の役割及び職務内容が明記さ
れ、職員に対し所長の役割を表明しています。
特に、当該実施要領は、保育所長は保育の理念
や目標に基づき、子どもの最善の利益を根幹と
する保育の質の向上を図ることとしています。
加えて所長は、所長会及び所長連絡会の運営に
よる経営課題の明確化や、面談を通した自己評
価や業務目標の達成に向けた助言や働きかけを
行い、管理者としての役割を果たしています。

Ⅱ－１－（１）　管理者の責任が明確にされている。

Ⅰ－３－（２）　事業計画が適切に策定されている。

Ⅰ－４－（１）　質の向上に向けた取り組みが組織的・計画的に行われている。

Ⅱ　組織の運営管理
Ⅱ－１　管理者の責任とリーダーシップ
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評価結果詳細（上尾市かわらぶき保育所）

Ⅱ－１－（１）－②　遵守すべき法令等を正しく理
解するための取り組みを行っている。

ａ

「上尾市コンプライアンス・ハンドブック」を
作成し、職員の倫理原則や公益通報制度などに
ついて、職員に周知しています。また、児童虐
待・ＤＶ対応、人権保育、個人情報保護におい
て、上尾市で実務手引きやマニュアルを作成
し、職員会議で全職員に共有、周知をしていま
す。

Ⅱ－１－（２）－①　福祉サービスの質の向上に意
欲をもち、その取り組みに指導力を発揮している。

ａ

所長は保育士の技術や意欲の向上が、保育サー
ビスの質の向上につながると捉え、目標管理や
アドバイスを通じて、人材育成に力を入れてい
ます。個人面談において、各職員が組織目標と
連動した個人目標を立てるために助言していま
す。加えて所長は、所長会及び所長連絡会の運
営による経営課題の明確化や、面談を通した自
己評価や業務目標の達成に向けた助言や働きか
けを行い、管理者としての指導力を発揮してい
ます。

Ⅱ－１－（２）－②　経営の改善や業務の実効性を
高める取り組みに指導力を発揮している。

ａ

所長は情報共有の推進を図り、経営改善や業務
効率化に取り組んでいます。具体的には、積極
的に職員とコミュニケーションを取り、常に
個々の職員の保育の質の改善に向けた助言や課
題の共有を行っています。加えて、所長会及び
所長連絡会の運営や、上尾市保育課と連携を通
じて、施設老朽化の改善や保育所運営改善に取
り組んでいます。

第三者評価結果 コメント

Ⅱ－２－（１）－①　必要な福祉人材の確保・定着
等に関する具体的な計画が確立し、取り組みが実施
されている。

ｂ

「上尾市職員の任用に関する規則」に基づき、
上尾市職員課が職員を採用しています。フルタ
イム保育士及びパートタイム保育士に関して
は、「広報あげお」や上尾市公式ホームページ
等で広く募集しています。また、職員のクラス
配置については、正規職員と会計年度任用職員
のバランスや経験を考慮した上で配置し、保育
所運営が円滑に進められるようにしています。
保育士の確保をより推進していくには、上尾市
保育士として求める人材像やキャリアパスの明
示が必要となります。今後は、上尾市公式ホー
ムページの職員採用ページに、指針となる求め
る人材像などを明示するなど、人材確保にさら
に取り組んでいくことが期待されます。

Ⅱ－２－（１）－②　総合的な人事管理が行われて
いる。

ａ

上尾市職員課が各職員の意向調査を実施し、人
事管理を行っています。保育所内の担当に関す
る人事管理は、所長が行っています。経験年数
や保育スキルなどを考慮しながら、1年間の各ク
ラスの保育と保育所全体がバランスよく進めら
れるように管理しています。

Ⅱ－１－（２）　管理者のリーダーシップが発揮されている。

Ⅱ－２　福祉人材の確保・育成

Ⅱ－２－（１）　福祉人材の確保・育成計画、人事管理の体制が整備されている。
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評価結果詳細（上尾市かわらぶき保育所）

Ⅱ－２－（２）－①　職員の就業状況や意向を把握
し、働きやすい職場づくりに取り組みんでいる。

ａ

保育所は職員の体調や、家庭状況を考慮し、休
暇取得の奨励を行っています。上尾市は職員の
福利厚生についての職員向けハンドブックを作
成し、メンタルヘルス相談助成事業を周知する
など、職員の健康管理の取り組みを行っていま
す。
また、上尾市は年１回のストレスチェックを実
施し、結果を所長や受診者本人にフィードバッ
クしています。ストレスチェックの結果をもと
に、所長は職場改善を行っています。

Ⅱ－２－（３）－①　職員一人一人の育成に向けた
取り組みを行っている。

ｂ

上尾市は、「第3次上尾市人材育成基本方針」を
令和3年3月に策定し、人事異動や人事評価制度
について定め、それをもとに人材育成に取り組
んでいます。特に、人事評価制度については、
年4回、1次・2次評価者との面談を行い、目標設
定と目標達成に向けて進捗状況の確認とフォ
ローを行っています。
人材育成をさらに推進していくためには、保育
士としてのキャリアパスを将来像として示すこ
とも有効です。昨年作成した保育士版標準職務
遂行能力表の活用の幅を広げていただき、保育
士がキャリアパスを意識しながら、自己成長へ
の意欲をもって日常業務を遂行することが期待
されます。

Ⅱ－２－（３）－②　職員の教育・研修に関する基
本方針や計画が策定され、教育・研修が実施されて
いる。

ａ

「第3次上尾市人材育成基本方針」及び「上尾市
保育所研修計画」を策定し、公立保育所共通の
市の計画に基づき、上尾市職員課主催の研修
や、保育所全体の研修を実施しています。ま
た、保育所単位で園内研修計画表を策定し、各
保育所での研修、教育体制の確立を行っていま
す。

Ⅱ－２－（３）－③　職員一人一人の教育・研修の
機会が確保されている。

ａ

「上尾市保育所研修計画」に重点研修として、
園内研修、所長研修、主任研修、視察研修を定
め、保育士の技術向上やマネジメント能力の向
上に向けた研修を実施しています。
また、保育所職員の資質向上を図るために保育
所職員で構成された「研修部会」と保育課が研
修計画・研修内容の見直しを行い、より効率的
な教育機会の確保に取り組んでいます。

Ⅱ－２－（４）－①　実習生等の福祉サービスに関
わる専門職の教育・育成について体制を整備し、積
極的な取り組みをしている。

ａ

上尾市保育課が窓口となり、中学生、高校生、
看護学生、短大生、大学生など実習生を幅広く
受け入れています。実習生の受け入れマニュア
ルを作成し、マニュアルに沿って保育士が実習
生の指導を行っています。保育所は、安全に実
習を行うため、実習時の注意事項などを伝える
オリエンテーションを実施しています。また、
実習時に振り返りを行い、実習ノートだけでな
く口頭で具体的な助言や指導を行い、学びが深
められるように取り組んでいます。

第三者評価結果 コメント

Ⅱ－３－（１）－①　運営の透明性を確保するため
の情報公開が行われている。

ａ

保育所は、運営の透明性を確保するための情報
公開を行っています。具体的には、保育所の運
営情報を上尾市公式ホームページやパンフレッ
トなどで公表しています。また、公開保育や保
育所見学の日時等も同様の方法で情報提供して
います。加えて、保育理念や目標・方針は、保
育所内に掲示及び保育所のしおり（重要事項説
明書）に掲載しています。加えて保護者へは、
入所時に説明を行っています。

Ⅱ－２－（２）　職員の就業状況に配慮がなされている。

Ⅱ－２－（３）　職員の質の向上に向けた体制が確立されている。

Ⅱ－２－（４）　実習生等の福祉サービスに関わる専門職の研修・育成が適切に行われている。

Ⅱ－３　運営の透明性の確保

Ⅱ－３－（１）　運営の透明性を確保するための取り組みが行われている。
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評価結果詳細（上尾市かわらぶき保育所）

Ⅱ－３－（１）－②　公正かつ透明性の高い適正な
経営・運営のための取り組みが行われている。

ａ

上尾市および埼玉県の行政監査を定期的に受
け、指摘事項に関しては迅速な改善を行ってい
ます。また、第三者評価を定期的に受審し、評
価結果を上尾市公式ホームページに掲載し、透
明性の確保に努めています。今後は、情報公開
だけでなく、保護者や地域に対して積極的な情
報提供を行い、さらなる透明性の確保に取り組
むことを期待します。

第三者評価結果 コメント

Ⅱ－４－（１）－①　利用者と地域との交流を広げ
るための取り組みを行っている。

ａ

保育所は、新型コロナまん延前、小学校主催の
幼稚園との合同研修への参加や、小学校入学に
向けた講話、施設見学や公開保育などの行事の
招待などを通じての交流を積極的に行っていま
す。こうした交流を通じて、市内幼稚園、小学
校との連携を深めています。また、上尾市児童
発達支援センターと連携し、児童が当センター
に訪問するなども行っています。現在ではコロ
ナを理由に一部中止しているものもあります。
なお、老人福祉施設や地域の高齢者や障がい者
などの支援を行う団体との交流を積極的に行
い、地域の方と触れ合う機会を創出し、子ども
たちの福祉の精神を養うことも重要です。市の
ネットワークを活用するなど、さらに交流を広
げる機会の創出が期待されます。

Ⅱ－４－（１）－②　ボランティア等の受入れに対
する基本姿勢を明確にし体制を確立している。

ａ

上尾市保育課が窓口となり、保育所保育実施要
領に基づき、保育補助や掃除などのボランティ
アの受け入れを行っています。ボランティアの
作業内容や作業場所については、個別の要望に
応じて、所長と主任で決定し、クラス担任等に
受け入れを指示しています。主に、市内中学校
の児童による、社会体験チャレンジの受け入れ
を行っています。

Ⅱ－４－（２）－①　福祉施設・事業所として必要
な社会資源を明確にし、関係機関等との連携が適切
に行われている。

ａ

個別支援、配慮が必要な児童、家庭への対応に
ついて、保健センター、児童発達支援セン
ター、子ども家庭総合支援センター、児童相談
所等と連携を図っています。また、小学校主催
の幼稚園との合同研修への参加や、小学校入学
に向けた心構えの講話、小学校と保育所間にお
いて施設見学や運動会などの行事の招待などを
通じての交流を積極的に行い、市内幼稚園、小
学校との連携を深めています。

Ⅱ－４－（３）－①　地域の福祉ニーズ等を把握す
るための取り組みが行われている。

ａ

夏祭りや運動会の行事の実施前には、周辺の住
民に一軒ずつ声をかけています。その際に、保
育所の活動を理解していただくとともに、地域
課題の情報収集の機会としています。また、公
開保育や子育て支援センター、児童発達支援セ
ンターとの交流保育を行い、地域や関係団体等
との連携を図り、情報交換を行っています。

Ⅱ－４－（３）－②　地域の福祉ニーズ等に基づく
公益的な事業・活動が行われている。

ａ

園庭開放のほか、公立保育所の年齢の近いクラ
スに入り、親子で保育所のプログラムを体験す
る「保育所であそぼう」の開催や、外出中に誰
でも自由におむつ替えや授乳が行えるスペース
「赤ちゃんの駅」の設置により、地域の親子と
の交流を図っています。また、地域の方の子育
て相談に乗る電話相談や一時保育を行い、地域
の子育て支援を実施しています。

Ⅱ－４－（１）　地域との関係が適切に確保されている。

Ⅱ－４－（２）　関係機関との連携が確保されている。

Ⅱ－４－（３）　地域の福祉向上のための取り組みを行っている。

Ⅱ－４　地域との交流、地域貢献
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評価結果詳細（上尾市かわらぶき保育所）

第三者評価結果 コメント

Ⅲ－１－（１）－①　利用者を尊重した福祉サービ
ス提供について共通の理解をもつための取り組みを
行っている。

ａ

上尾市は、上尾市保育所保育実施要領を策定
し、子ども一人ひとりに合わせた保育サービス
の提供に努めています。また、上尾市人権保育
基本方針に基づき作成された人権リーフレット
を毎年職員に配布し、一人ひとりを大切にする
保育を実践出来るように、職員会議で読み合わ
せをするなど、適宜確認をしています。加え
て、所長は職員の行動を確認し、人権に関する
マニュアルに触れながら、指導を行っていま
す。

Ⅲ－１－（１）－②　利用者のプライバシー保護に
配慮した福祉サービス提供が行われている。

ａ

上尾市は、「上尾市個人情報保護条例」に基づ
き、「上尾市職員のための個人情報保護・情報
セキュリティハンドブック」を作成し、個人情
報の取扱いに対する具体的な手順や対策につい
て定めています。また、保育所は保護者とのや
り取りの際に、個人情報取り扱い専用の袋を用
意して対応しています。加えて、前述のハンド
ブックに掲載している「確認シート」で適宜点
検を行うなど、プライバシー保護に対する取り
組みを徹底しています。

Ⅲ－１－（２）－①　利用希望者に対して福祉サー
ビス選択に必要な情報を積極的に提供している。

ａ

保育課に設置した保育所のパンフレットや上尾
市公式ホームページ、子育てガイドブックで、
保育所の概要や情報を掲載し、利用希望者に情
報提供しています。また、保育所見学を月に2
回、事前予約で受け入れを行い、説明や施設見
学を行っています。現在は、新型コロナウイル
ス感染拡大防止のため、ベランダから保育の様
子を見学することとしています。加えて、年に1
回公開保育を実施し、保育所の保育の様子を
知っていただく機会としています。

Ⅲ－１－（２）－②　福祉サービスの開始・変更に
当たり利用者等に分かりやすく説明している。

ａ

入所前に入所説明会を開催し、保育所のしおり
（重要事項説明書）を基に説明を行っていま
す。また、保護者から個別の問い合わせがあっ
た際には、説明対応をしています。

Ⅲ－１－（２）－③　福祉施設・事業所の変更や家
庭への移行等に当たり福祉サービスの継続性に配慮
した対応を行っている。

ａ

公立保育所へ移行する場合は、児童の記録など
関係書類を引き継ぎ、継続したサービスが受け
られるよう努めています。また、施設へ移行す
る場合は、保育所から直接、あるいは保育課を
通して電話にて引継ぎを行っています。

Ⅲ－１－（３）－①　利用者満足の向上を目的とす
る仕組みを整備し、取り組みを行っている。

ａ

送迎時の声かけを心がけており、保護者ニーズ
を知ろうと各職員が日頃から意識しています。
また、遠足、夏祭り、運動会の行事後のアン
ケートの実施、保護者役員会、保育参加、懇談
会などで保護者への意見聴取を行い、職員間で
共有し、保育サービスの改善に取り組んでいま
す。

Ⅲ－１－（４）－①　苦情解決の仕組みが確立して
おり、周知・機能している。

ａ

「上尾市立保育所保育実施要領」に基づき「上
尾市立保育所利用者の意見・要望等の相談解決
実施要領」を定め、意見・要望に関して、各保
育所に苦情受付担当者、苦情解決責任者を、健
康福祉部に第三者委員を設置すること、苦情受
付担当者等の具体的な役割を記載しています。
また、意見・要望等があった場合の解決手順を
同要領に定め、組織的な解決の体制を整備して
います。

Ⅲ　適切な福祉サービスの実施
Ⅲ－１　利用者本位の福祉サービス

Ⅲ－１－（１）　利用者を尊重する姿勢が明示されている。

Ⅲ－１－（２）　福祉サービスの提供に関する説明と同意（自己決定）が適切に行われている。

Ⅲ－１－（３）　利用者満足の向上に努めている。

Ⅲ－１－（４）　利用者が意見等を述べやすい体制が確保されている。
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評価結果詳細（上尾市かわらぶき保育所）

Ⅲ－１－（４）－②　利用者が相談や意見を述べや
すい環境を整備し、利用者等に周知している。

ａ

意見・要望の対応の体制について、危機対応要
領や保育のしおりに記載し、入所説明会時に説
明を行っています。また、行事後に聴取したア
ンケート結果を利用者に周知し、利用者に対し
て満足度向上に向けた取り組みの姿勢を見せて
います。加えて、送迎時の挨拶に加えて、コ
ミュニケーションをとるように心がけ、保護者
の相談などにも対応しています。

Ⅲ－１－（４）－③　利用者からの相談や意見に対
して、組織的かつ迅速に対応している。

ｂ

保育所は、利用者からの相談や意見に対して、
組織的かつ迅速に対応しています。具体的に
は、「利用者の意見・要望等の相談解決実施要
領」に具体的な相談、苦情受付の手順を定め、
手順に沿って対応しています。保護者から質問
や意見があった場合は、職員全体で共有してい
ます。また、必要に応じて保育課とも共有する
など、組織的に対応しています。
しかし、今回の評価時において実施した利用者
アンケートの「年間保育や行事には、保護者の
要望が活かされていますか。」の問いに対し、
「はい」が約5割でした。保護者の要望に対して
保育所は真摯に対応しているものの、対応した
結果を保護者に伝える取り組みが弱いようで
す。今後は、保護者からの意見を反映して改善
した結果を園だよりに掲載するなど、改善結果
の周知を検討してもよいでしょう。

Ⅲ－１－（５）－①　安心・安全な福祉サービスの
提供を目的とするリスクマネジメント体制が構築さ
れている。

ａ

「上尾市立保育所危機対応要領」を定め、危機
の予知・予測及び未然防止に向けた取り組み
や、事故・災害八席次の対応について記載して
います。また、各園のリスクマネージャーであ
る主任が出席する安全委員会が年4回行われてい
ます。安全委員会では、各園のヒヤリハットを3
例ずつ出し合い、原因・対応策を検討し、さら
に各園に持ち帰り周知して、対応しています。
加えて、園内でヒヤリハットが発生した際に
は、速やかに全職員に周知して再発防止に努め
ています。

Ⅲ－１－（５）－②　感染症の予防や発生時におけ
る利用者の安全確保のための体制を整備し、取り組
みを行っている。

ａ

「上尾市立保育所保健衛生マニュアル」を作成
し、厚生労働省が作成した「保育所における感
染症対策ガイドライン」と合わせて運用を行
い、衛生や予防に努めています。また、新型コ
ロナウイルス感染症対策として「上尾市立保育
所新しい生活様式の取り組み」を作成し、感染
予防と拡大防止に取り組んでいます。加えて、
熱が出た場合など、体調不良時には園児を別室
で保育する、３～５歳児はマスクを着けての保
育を実施するなど、感染症の予防に具体的な取
り組みを実施しています。

Ⅲ－１－（５）－③　災害時における利用者の安全
確保のための取り組みを組織的に行っている。

ａ

「上尾市立保育所危機対応要領」では、事故
（災害）発生時の対応について、地震、火災、
事故、台風・水害など、ケース別に具体的に定
めています。また、毎月、避難訓練（地震・火
災）と危機対応訓練を実施しています。ツイッ
ター・災害伝言ダイヤルで災害時の情報発信の
ため、年3回情報発信の訓練を行っています。加
えて、非常時に備えて食料・水・おむつ・ラン
タンなどを保育所内に備蓄するとともに、危機
管理防災課と連携し液体ミルクの保管を行って
います。

Ⅲ－１－（５）　安心・安全な福祉サービスの提供のための組織的な取り組みが行われている。
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評価結果詳細（上尾市かわらぶき保育所）

Ⅲ－２－（１）－①　提供する福祉サービスについ
て標準的な実施方法が文書化され福祉サービスが提
供されている。

ａ

「上尾市立保育所運営規程」をもとに、上尾市
立保育所保育実施要領・危機対応要領・食物ア
レルギー対応マニュアル・保健衛生マニュアル
など各種マニュアルを策定し、職員の業務の指
針として活用しています。年度初めなど、適宜
マニュアルの読み合わせを行い、マニュアルの
実践方法について職員の共通認識を図っていま
す。

Ⅲ－２－（１）－②　標準的な実施方法について見
直しをする仕組みが確立している。

ａ

運営規程、マニュアル、保育所のしおり等は、
所長会、所長連絡会にて見直し、改定を行って
います。
しかし、公立保育所として足並みをそろえてい
ることもあり、保育所の環境や子どもの姿な
ど、地域特性による独自性が薄く、各保育所の
個性を反映しづらいものとなっています。市内
の各保育所の地域特性などを反映し、独自にマ
ニュアルに加筆・修正をするなど、マニュアル
の見直し体制の構築が期待されます。

Ⅲ－２－（２）－①　アセスメントにもとづく個別
的な福祉サービス実施計画（個別支援計画）を適切
に策定している。

ａ

1歳児から5歳児まで園児ごとの個別計画を作成
しています。計画作成においては、食事分野な
どは保護者との話し合いを行い、保育内容の家
庭との連携を図っています。また、子どもの育
成歴や既往症、家庭状況、配慮事項などを職員
間で共有し、適切な保育の確保に努めていま
す。

Ⅲ－２－（２）－②　定期的に福祉サービス実施計
画（個別支援計画）の評価・見直しを行っている。

ａ

保育所は、定期的に福祉サービス実施計画の評
価・見直しを行っています。具体的には、計画
の評価方法を保育所保育実施要領に定め、要領
にもとづきクラス担任間で振り返っています。
また、必要に応じて職員会議での共有と検討を
行っています。振り返りった内容は様式に記入
し、次月の保育内容の改善に活かしています。
なお、より実効的な計画の策定には、見直した
内容を具体的な改善策に落とし込むためのPDCA
の仕組みを整備することも有効です。計画に対
する見直しは行われているものの、見直し結果
を反映する取り組みに、改善の余地がありま
す。この調査を機に、見直し結果に対するPDCA
サイクルの構築を検討してもよいでしょう。

Ⅲ－２－（３）－①　利用者に関する福祉サービス
実施状況（個別支援計画）の記録が適切に行われ、
職員間で共有化されている。

ａ

個別計画は、所長・主任が確認のうえ、クラス
担任同士での共有を図っています。また、保育
内容の記録を書面化し、すべての職員に共有で
きるよう、施錠のできるキャビネットにおいて
管理しています。
また、計画に記載した個別に配慮する事項など
は、職員会議などで全職員で共有し、保育の質
の確保に取り組んでいます。

Ⅲ－２－（３）－②　利用者に関する記録の管理体
制が確立している。

ａ

個人情報は、市公文書管理および個人情報保護
の規定に則り、記録の区分ごとに保管場所を分
け、施錠のできるキャビネットにおいて管理し
ています。特に、保育所では家庭の状況など取
扱いに慎重を要する情報を集約しており、事務
所からの持ち出しを禁止しています。

Ⅲ－２　福祉サービスの質の確保
Ⅲ－２－（１）　提供する福祉サービスの標準的な実施方法が確立している。

Ⅲ－２－（２）　適切なアセスメントにより福祉サービス実施計画が策定されている。

Ⅲ－２－（３）　福祉サービス実施の記録が適切に行われている。

8 ページ



評価結果詳細（上尾市かわらぶき保育所）

第三者評価結果 コメント

Ａ－１－（１）－①　保育所の理念、保育の方針や
目標に基づき、子どもの心身の発達や家庭及び地域
の実態に応じて全体的な計画を作成している。

ａ

上尾市の保育理念と基本方針を元に、「元気で
遊べる子・お友だちを思いやりやさしくできる
子・自分の思いを伝えられ相手の話も聞ける
子」の3点を保育目標として掲げています。職員
室や各保育室に掲示し、職員がいつでも確認で
きるようにしています。保育内容においては
「保育所保育指針」を基本としつつ、園の子ど
もの姿に即したものにして、年度末に見直し、
次年度に反映しています。

Ａ－１－（２）－①　生活にふさわしい場として、
子どもが心地良く過ごすことのできる環境を整備し
ている。

ａ

子どもたちが安心して生活できるように確認を
行い、安全な環境を提供しています。具体的な
確認方法は、早番の保育士が「早朝一覧表」を
基に園庭や保育室内外の安全が保たれているか
の確認です。確認結果は朝礼で報告され、万が
一、危険箇所があった場合はその場で安全策を
進めています。また、保育士が各年齢の保育室
を安全であるかと衛生的であるかの確認と清掃
を常時行っています。加えて、子どもが心地よ
く過ごせるように各年齢に伴った環境を用意し
ています。なお、保育中における安全確認で、
子どもの姿、人数点検を適宜行っています。

Ａ－１－（２）－②　一人一人の子どもを受容し、
子どもの状態に応じた保育を行っている。

ａ

朝の受け入れから夕方の保護者と帰宅するまで
の間、ひとり一人の子どもの状態を受け止める
ようにしています。特に、年齢の小さい子ども
には、大人との関係を大切にする気持ちを尊重
し、じっくりと関わりながら子どもの気持ちを
受け止めるようにしています。また、年度末で
の進級にあたり、子どもの不安が少なくなるよ
うに持ち上がりの担任を配置するようにし、子
どもの細やかな状況にも切れ間なく対応できる
ようにしています。加えて、3歳以上児のクラス
では子どもの興味関心を持っていることを汲み
取り、表現できるようにしています。特に、夏
祭りや運動会などで表現する活動は子どもたち
の気持ちを表現できるように受け止めた保育を
しています。

Ａ－１－（２）－③　子どもが基本的な生活習慣を
身に付けることができる環境の整備、援助を行って
いる。

ａ

基本的な生活習慣のサポートは、子どもの加齢
に伴う四肢の運動機能が成長しているかを見極
め、子どものやりたい気持ちを尊重していま
す。具体的には、3歳未満児での生活習慣の獲得
時期を見逃さないようにし、保護者の希望も受
け入れながら進めています。例えば、おむつか
らパンツの移行は0歳児から意識づけをし、1歳2
歳でパンツになり、トイレで排泄ができるよう
にしています。また、食事に関しても食べるこ
とへの興味関心を0歳児で育み、手の操作が上手
になると道具を使っての食事になり、3歳以上児
では食事量の加減、好き嫌いの栄養バランス、
社会マナーに沿った食べ方などを身に着けさせ
ていきます。このように、年齢と成長に合わせ
た生活習慣が身に着けられるよう、保育士が環
境を整え援助をしています。

Ａ　個別評価基準
Ａ－１保育内容

Ａ－１－（１）全体的な計画の作成

Ａ－１－（２）　環境を通して行う保育、養護と教育の一体的展開
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評価結果詳細（上尾市かわらぶき保育所）

Ａ－１－（２）－④　子どもが主体的に活動できる
環境を整備し、子どもの生活と遊びを豊かにする保
育を展開している。

ａ

子どもの興味関心を高める園庭と四季の体験に
よって、身近な自然を満喫しています。保育士
は各年齢に見合った遊ぶ環境を、安全面の配慮
しながら整えています。これにより、子どもが
自ら遊びに向かっていけるようにしています。
また、0歳児から全身で遊べるような探索行動の
サポートをしています。子どもは泥遊びで全身
の皮膚感覚を養い、土山登りで足腰の運動機能
を高めています。加えて、遊びの中での発見、
絵本や保育士の話により子どもの世界を広げて
います。例えば、周りの自然から小動物、絵本
の世界から体験を通した言動へと様々な事象と
概念の融合を自ら発見するよう、保育士が子ど
もに思考を促しています。「～したい」という
声が年齢とともに多くなり、各自の遊びや生活
を豊かにしています。

Ａ－１－（２）－⑤　乳児保育（０歳児）におい
て、養護と教育が一体的に展開されるよう適切な環
境を整備し、保育の内容や方法に配慮している。

ａ

0歳児クラスは看護師が担任であり、衛生面と看
護面で丁寧に援助と環境設定をしています。0歳
児は生活のリズムを整え、子どもの月例に合わ
せて午前寝の保障と活動があり、たっぷり食べ
て眠るなどのリズムを作っています。また、這
う、歩き始める探索行動が始まるころより危険
が伴い、目を離すことができなくなり、身近な
おもちゃを手にして遊びを始める時期です。保
育は看護師が中心となり、他クラスのお子さん
の怪我や健康面に関わる折には、主任保育士等
が主に0歳児の保育を補佐しています。

Ａ－１－（２）－⑥　３歳未満児（１・２歳児）の
保育において、養護と教育が一体的に展開されるよ
う適切な環境を整備し、保育の内容や方法に配慮し
ている。

ａ

加齢に合わせて、周りの生活と遊びの環境に興
味関心をもって口から手で試し行動が多くな
り、また、歩いて行って確かめる言動も多くな
ります。保育士は、子どもの身の回りのことに
関心を高める様子、自分でやってみようとする
様子を見守っています。保育士は、こどもが盛
んに言う「ひとりで」「じぶんで」を受け止
め、できた時の喜びや達成感が体験できるよう
に援助をしています。水遊びが好きな時期でも
あり、泥遊び、水遊びなど存分にできるような
環境を設けています。３歳以上児と比べて着替
えが多いため、保護者の協力を得て養護と教育
を行っています。

Ａ－１－（２）－⑦　３歳以上児の保育において、
養護と教育が一体的に展開されるよう適切な環境を
整備し、保育の内容や方法に配慮している。

ａ

保育所は、子どもの活発な活動を好む様子を受
け止め、他の子どもとの関係を楽しめるように
保育を行っています。子どもは、加齢により周
りのことへの興味関心がより強くなり、その原
因や理由も確認する好奇心も高っています。具
体的には、3歳児は小動物好きが多く、虫探しか
ら虫の動きや変化などを観察しています。4歳児
は散歩で拾った落ち葉を冠にし、絵画作品など
にしています。5歳児は部屋の中に設けてある
「制作コーナー」で自由に工作をしています。
保育所は、各年齢の興味関心を広げて教育的な
視点を膨らませ、子ども達が作品を仕上げるよ
う支援しています。保育士は、運動会や発表会
などでクラスのみんなと協力をして作品や制作
物にまとめて発表できるような環境整備と援助
をしています。
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評価結果詳細（上尾市かわらぶき保育所）

Ａ－１－（２）－⑧　障害のある子どもが安心して
生活できる環境を整備し、保育の内容や方法に配慮
している。

ａ

保育所は、配慮を要する子どもへの支援を外部
の専門家からの巡回指導を受けています。巡回
指導では保護者の了解のもとに実施しており、
その内容も保護者に情報提供をしています。ま
た、保育士のサポートにより、子ども同士の関
係性を作り、関わりが自然にできていることが
確認できます。加えて、保育所は、成長が気に
なる子どもへの留意点や配慮することなどを具
体的な場面を通して指導を受けています。指導
内容は記録し、次回までの子どもの変化や成長
の確認をするように活かしています。配慮を要
する子どもは、年齢と発達状況により配慮内容
が異なりますが、指導内容が子どもの状況に合
わせた内容になるよう期待しています。

Ａ－１－（２）－⑨　それぞれの子どもの在園時間
を考慮した環境を整備し、保育の内容や方法に配慮
している。

ａ

長時間保育は、早朝保育で在籍児童の約3割、夕
方の保育では約6割の子どもたちがいる状況で
す。早朝保育時には、静かに体を覚醒させなが
ら好きな遊びをするようにしています。また、
夕方は各年齢の保育内容に応じてゆったりでき
る保育になるよう配慮しています。早朝・夕方
の両方を利用した長時間の保育の子どもへの配
慮として、昼間の活動を配慮した保育内容にし
ています。また、夕方の保育では、各年齢の保
育に応じた内容を確認し、体と情緒を休めるよ
うにゆったりと過ごせる環境を作っています。
コロナ感染予防のため、密にならずかつ子ども
が寂しさを感じない程度の適度な人数を配慮し
ながら保育を行っています。

Ａ－１－（２）－⑩　小学校との連携、就学を見通
した計画に基づく、保育の内容や方法、保護者との
関わりに配慮している。

ａ

小学校との交流がコロナ禍で開催が難しい状況
ですが、小学校の学校紹介のDVDを年長児が視聴
するなど、工夫して小学校との連携を行ってい
ます。保育所での先輩である 1年生が場面毎に
紹介しており、知っている生徒の姿の声での学
校紹介には親しみがわき、年長児は楽しんでDVD
を視聴していました。また、年長児の担任は
「幼保小連携合同研修会」に参加し、幼稚園・
小学校の教諭と情報交換をしています。加え
て、上尾市の教育相談の職員が巡回指導を4回ほ
どし、就学に関する相談に乗っています。な
お、保護者には、小学校での生活がスムーズに
行えるよう「幼児期の終わりまでに育ってほし
い姿」を基に10項目の視点で育ちを見守るよう
声掛けをしており、保育所でも指導案に盛り込
んで行っています。

Ａ－１－（３）－①　子どもの健康管理を適切に
行っている。

ａ

子どもの健康管理は、保育所での生活の中で全
職員が取り組んでいます。特に、3歳未満児の睡
眠チェックは、年齢ごとに姿勢を含め確認し
て、チェック票に記入します。また、年間の保
健計画を基に看護師が中心となり、保護者を対
象に「保健だより」の発刊、子どもへのうがい
や手洗いなどの保健指導の集会を行っていま
す。加えて、子どもにわかるよう、季節ごとの
健康維持の仕方などについて伝えています。コ
ロナ禍での感染症予防策としての換気、衛生管
理、チェックなども行いながら子どもへの健康
管理を行っています。

Ａ－１－（３）　健康管理
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評価結果詳細（上尾市かわらぶき保育所）

Ａ－１－（３）－②　健康診断・歯科健診の結果を
保育に反映している。

ａ

毎年、年間2回の嘱託医である内科医、歯科医に
の検診を行っています。保護者にはその結果を
「健康の記録」で知らせています。また、定期
的な身体計測は記録をして保護者に知らせてい
ます。これらの記録を調理員が読み解き、それ
ぞれの子どもの身体の成長について各担任に報
告しています。今後は、この報告について、各
専門職の特性を活かし、看護職と連携して行わ
れることを期待します。

Ａ－１－（３）－③　アレルギー疾患、慢性疾患等
のある子どもについて、医師からの指示を受け適切
な対応を行っている。

ａ

医師の診断書を基に保護者の申請を受けて、所
長、主任、担任、看護師、調理員が保護者との
話し合いのもと、アレルギー食の対応児として
います。申請書を基に献立が作成されると、各
児童の所長、担任、調理員は食材の確認をし
て、除去をしていきます。献立が実施される前
日に担任と調理員が献立に除去する食材がある
ことを確認します。当日の朝は、事前の確認を
行い、配膳時は所長と主任が調理室で確認をし
てから子どもの机に運びます。また、各保育室
では、アレルギー源の食材が混在しないために
子どもの食べる机を別に設け、距離を保って給
食を提供をしています。現在、アレルギー対象
児は魚とたまご類ですので、その食品に添加さ
れているか確認を取りながら安全に食事の提供
ができるようにしています。また、子どもの成
長とともに除去食解除の申請も提出される都
度、丁寧な対応をしています。

Ａ－１－（４）－①　食事を楽しむことができるよ
う工夫をしている。

ａ

保育所は、子どもが楽しんで食べられるように
季節ごとの献立や日本の文化を伝える献立を提
供しています。子どもが食の体験ができるよう
に努めています。具体的にはクッキング保育、
野菜栽培と収穫、収穫した食材で献立を加えた
給食の提供があります。クッキング保育では、
玄関に掲示してある「やさいの紹介」などを栄
養士から配布されて紹介します。また、人気の
ある献立の調理方法を紹介を掲示し、親子が給
食についての会話をするきっかけを作っていま
す。加えて、野菜栽培の体験も各年齢に応じて
プランター利用、畑に行って苗植えから参加す
るなど食材について体験と食べることの学びを
増やし、楽しい給食にしています。行事や誕生
会などの催しに献立にアレンジがあり給食への
楽しみを増やしています。

Ａ－１－（４）－②　子どもがおいしく安心して食
べることのできる食事を提供している。

ａ

保育課の栄養士を交えた所長、各保育園の調理
員を中心に「給食研究会」を行い、季節感のあ
る献立、行事食などに配慮するように進めてい
ます。また、残菜が減少するように「検食簿」
に記入をして次回の同じ献立に味付けや量の調
整などを行い、記録を活用しています。加え
て、調理室の環境も衛生的にしており、調味料
と洗剤などの危険物が混在しない環境を整えて
います。なお、食器は子どもが持って食べやす
い食器にしています。各クラスの保育士との連
携もとりながらどの子どもにも安心して給食が
提供できるようにしています。

Ａ－１－（４）　食事

12 ページ



評価結果詳細（上尾市かわらぶき保育所）

第三者評価結果 コメント

Ａ－２－（１）－①　子どもの生活を充実させるた
めに、家庭との連携を行っている。

ａ

子どもの生活内容が具体的にわかるよう、子ど
もの姿を玄関に掲示しています。各クラスがど
のような取り組みをしているのか、一目瞭然で
分かりやすくなっています。掲示のほか、子ど
もの連絡帳や口頭での報告、毎日の活動の様子
を各クラスで掲示し、毎月の通信も発信してい
ます。これらの掲示物は時間帯によって移動さ
せ、極力保護者の目に触れるようにしていま
す。また、コロナ過ではありますが感染状況を
確認し、クラス懇談会やグループ別、および個
人面談をしています。今回の調査時に実施した
保護者アンケートでは、子どもの生活や遊びの
内容について肯定的な意見が多く、保護者に保
育内容などが伝わっていることが確認できま
す。

Ａ－２－（２）－①　保護者が安心して子育てがで
きるよう支援を行っている。

ａ

保育所での子どもの生活と遊びの姿が可視化さ
れており、保護者に理解されています。保育士
は、送迎時に保護者との会話を極力持つように
し、関係作りに取り組んでいます。保護者の相
談などは担任が受け、必要に応じて主任や所長
が対応をしています。また、外部との連携が求
められている内容の相談には、関係機関とも連
携をとれるようにしています。

Ａ－２－（２）－②　家庭での虐待等権利侵害の疑
いのある子どもの早期発見・早期対応及び虐待の予
防に努めている。

ａ

保護者の子育てに対する意識の変化や対応につ
いては職員が適宜研修を受けています。子ども
の健全な育成に何が必要であるかを問いながら
関わっています。例えば、連絡がなく時間に登
園しない子どもがいた場合は、家庭に電話して
います。休みの場合には、前日の子どもの様子
も含めて確認を取っています。毎朝の視診も日
常の変化があるか否か、着替え時には洋服で見
えない箇所も確認できますので丁寧に観察して
います。担任や気づいた職員は速やかに主任や
所長および必要に応じて保育課などに連絡をし
ています。さらには、子ども家庭総合セン
ター、保健センター、児童相談所などへの連絡
も緊急度合いによって行うようにしています。

第三者評価結果 コメント

Ａ－３－（１）－①　保育士等が主体的に保育実践
の振り返り（自己評価）を行い、保育実践の改善や
専門性の向上に努めている。

ａ

上尾市の保育所自己評価を年1回行っています。
この書式に則り各職員が保育士としての自覚と
保育実践の振り返りを行います。自己評価で
は、各保育士が実践と研修や学びとの統合も行
い、主任のヒアリングおよび所長の評価を受け
次年度の目標と職場全体での役割を自覚するよ
うにしています。職員間の会話も多く、保育実
践における知識と見識を活かした保育内容が子
どもの生き生きとした姿と各年齢の成長発達を
生み出しています。

Ａ－２－（１）　家庭との緊密な連携

Ａ－２－（２）　保護者等の支援

Ａ－３　保育の質の向上

Ａ－３－（１）　保育実践の振り返り（保育士等の自己評価）

Ａ－２　子育て支援
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